
号

外

六�
平

成
二
十
九
年

四

月

一

日

目

次

規

則

○
清
流
の
国
ぎ
ふ
大
学
生
等
奨
学
金
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

(

清
流
の
国
づ
く
り
政
策
課)

一
ペ
ー
ジ

告

示

○
指
定
代
理
納
付
者
の
指
定

(

清
流
の
国
づ
く
り
政
策
課)

二

規

則

清
流
の
国
ぎ
ふ
大
学
生
等
奨
学
金
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
三
十
三
号

清
流
の
国
ぎ
ふ
大
学
生
等
奨
学
金
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

清
流
の
国
ぎ
ふ
大
学
生
等
奨
学
金
条
例
施
行
規
則(

平
成
二
十
八
年
岐
阜
県
規
則
第
二
十
六
号)

の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中｢

高
等
部｣

の
下
に｢

及
び
専
修
学
校
の
高
等
課
程(

同
法
第
百
二
十
五
条
第
一

項
に
規
定
す
る
高
等
課
程
で
あ
っ
て
、
修
業
年
限
が
三
年
以
上
の
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。)｣

を
加

え
、｢

及
び｣

を｢

並
び
に｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中｢

又
は｣

を｢

、｣

に
改
め
、｢

第
五

学
年｣

の
下
に｢

又
は
専
修
学
校
の
専
門
課
程
の
第
一
学
年
若
し
く
は
第
二
学
年｣

を
加
え
、｢

(

以

下｣

を｢

又
は
専
修
学
校(

高
等
課
程
に
限
る
。
第
六
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。)(

以
下｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中｢

又
は｣

を｢

若
し
く
は｣

に
改
め
、｢

第
四
学
年｣

の
下
に｢

又
は
専
修

学
校
の
専
門
課
程
の
第
三
学
年
以
上｣

を
、｢

当
該
大
学｣

の
下
に｢

又
は
当
該
専
修
学
校｣

を
加
え

る
。第

五
条
第
一
項
中｢

二
人｣

を｢

一
人｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中｢

の
う
ち
一
人｣

を
削
る
。

第
六
条
第
一
項
中｢

奨
学
金
の
貸
与
を
受
け
よ
う
と｣

を｢

申
請
を
し
よ
う
と｣

に
改
め
、
同
項
第

二
号
中｢

若
し
く
は｣

を｢

、｣

に
改
め
、｢

高
等
部｣

の
下
に｢

若
し
く
は
専
修
学
校｣

を
加
え
る
。

別
記
第
一
号
様
式
表
中

｢
｢

( ) 平成29年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１

○

○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日



借
受
人
住
所

氏
名� ふ
り
が
な

連
帯
保
証
人
氏

名�現住所〒電話番号生年月日年月日生申請者との続柄職業 ふ
り
が
な

連
帯
保
証
人
氏

名�現住所〒電話番号生年月日年月日生申請者との続柄職業ふ
り
が
な

連
帯
保
証
人
氏

名�現住所〒電話番号生年月日年月日生申請者との続柄職業
□
大
学

□
短
期
大
学

□
高
等
専
門
学
校

□
大
学

□
短
期
大
学

□
高
等
専
門
学
校

□
専
修
学
校

借
受
人
住
所

氏
名�電話番号

連
帯
保
証
人
住
所

氏
名�電話番号 電
話
番
号

連
帯
保
証
人
住
所

氏
名�電話番号

連
帯
保
証
人
住
所

氏
名�電話番号

を

に
改
め
、
同
様
式
裏
中

｣
｣

｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢も
し
く
は
｣

を｢若
し
く
は
｣

に
改
め
、
同
様
式
備
考
第
三
号
中｢の

う
ち
一
人
｣

を
削
る
。

別
記
第
六
号
様
式
か
ら
別
記
第
八
号
様
式
ま
で
及
び
別
記
第
十
一
号
様
式
中

｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
る
。

別
記
第
十
五
号
様
式
備
考
第
三
号
中｢の

う
ち
一
人
｣

を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
第
五
条
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日(

以
下｢

施
行
日｣

と
い
う
。)

以
後
に

清
流
の
国
ぎ
ふ
大
学
生
等
奨
学
金
条
例(

平
成
二
十
八
年
岐
阜
県
条
例
第
十
四
号)

第
七
条
第
一
項

の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
係
る
保
証
人
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
同
項
の
申
請
を
し
た

者
に
係
る
保
証
人
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
百
八
十
九
号

地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
三
十
一
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
り

指
定
代
理
納
付
者
の
指
定
を
し
た
の
で
、
岐
阜
県
会
計
規
則(

昭
和
三
十
二
年
岐
阜
県
規
則
第
十
九
号)

第
三
十
七
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成29年４月１日 ( )２



株
式
会
社
ゆ
う
ち
ょ
銀
行

東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
一
丁
目

三
番
二
号

ヤ
フ
ー
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
紀
尾
井
町
一
番

三
号

指
定
代
理
納
付
者
の
名
称
及
び
住

所

同
右

ふ
る
さ
と
ぎ
ふ
振
興

寄
付
金
に
係
る
寄
附

金
歳
入

指
定
代
理
納
付
者
に

納
付
さ
せ
る
歳
入

同
右

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平

成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

指
定
代
理
納
付
者
に
歳
入
を
納
付

さ
せ
る
期
間

( ) 平成29年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３



号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成29年４月１日 ( )４

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


